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「申告が必要な人」確認チャート

スタート

次のうちから該当するものを選んでください。

平成31年１月１日の住所は
釡石市

１月１日の住所地市町村に
確認してください

市・県民税の申告は
必要ありません

市・県民税の申告が必要です

税務署で確定申告する

平成30年中に収入があった

給与収入があった

収入は給与のみ

収入は１カ所のみ

年末調整済み

生命保険料、社会保険料、扶養などの
所得控除を追加する

年金収入があった

収入は年金のみ

※非課税収入（障害年金、遺
族年金など）のみの人は
「No」へ

※どなたかが被扶養として申告して
いる場合でも、税証明の必要な人
は申告してください

※収入がなかった人の申告は郵送で
も受け付けます

事業収入（自営業、漁業、農業な
ど）や不動産、一時所得、その他
の雑所得などの収入があった

市・県民税の申告は
必要ありません

市・県民税の申告が必要です
左ページの申告受付日程表を確認の上、忘れずに申告してください
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所得税などの確定申告はお早めに
～釡石税務署からのお知らせ～

問い合わせ　釡石税務署　☎25-2081
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平成31年度 市・県民税申告受付日程表

月 日 曜日 受付地域 受付会場

2

13 水 甲子町第1～4地割

甲子公民館14 木 甲子町第5～8地割

15 金 甲子町第9～10地割

18 月 野田町、小佐野町
小佐野コミュニティ
会館19 火 定内町、礼ケ口町、新町、住吉町

20 水 小川町、桜木町、甲子町第15～16地割

21 木 栗林町 橋野地区多目的集会
施設（橋野ふれあい
センター）22 金 橋野町

25 月 鵜住居町
鵜住居公民館

26 火 片岸町、両石町、箱崎町

27 水 唐丹町
（小白浜、片岸、川目、山谷）

唐丹公民館
28 木 唐丹町

（花露辺、本郷、大曽根、荒川、大石）

３ １ 金 大字平田第１～９地割 平田集会所（※）

月 日 曜日 受付地域 受付会場 ※
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３

２ 土 休み

３ 日
市内全域 シープラザ

釡石　2階４ 月

５ 火 休み

６ 水

市内全域 シープラザ
釡石　2階７ 木

８ 金

９ 土 休み

10 日

市内全域 シープラザ
釡石　2階

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

■受付時間　午前の部：9時～11時30分（シープラザ釡石：９時30分～）　午後の部：13時～16時

※大字平田第１～９地割は会場が「平田集会所」（平田地区生活応援センター２階）に変更になりました

釡石税務署は、税務署内に申告書作成会場を開設します。
会場内は例年混雑しますので、早めの申告にご協力をお願いします。
なお、国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp）からのe-Taxによる申告は、マイナンバーカードやIC
カードリーダライタを持っていない人でも「ID、パスワード方式」で手続きできますので、ぜひご利用ください。

◆開設場所　釡石税務署２階（小佐野町３-８-24）
◆開設期間　２月18日㈪～３月15日㈮（土・日曜日を除く）
　　　　　　※ 会場開設前は、申告書作成会場を設置していません。少ない職員での対応となり、長時間

お待ちいただく場合がありますので、会場開設期間中にお越しください
◆開設時間　９時～17時（受付は16時まで）
　　　　　　※駐車場は利用台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください
　　　　　　※15時以降は会場が混雑する傾向にありますので、できるだけ早い時間帯にご来場ください
◆申告・納期限

申告・納期限 振替納付日
所得税及び復興特別所得税 ３月15日㈮ ４月22日㈪
消費税及び地方消費税 ４月１日㈪ ４月24日㈬

贈与税 ３月15日㈮
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